
 

暫定ケアプランから本プランまでのフロー図 

・新規 

・区変 

（結果が出るまでにサービス利用をする際は、必ず暫定プランを提出する） 

の場合 

想定していた要介護度等と認定結果が同じか。 

暫定ケアプラン作成時から、

サービス内容変更があるか。 

暫定プラン「要介護（要支援）」→

認定結果「要介護（要支援）」か。 

変更内容は軽微か。 

※「軽微な変更の考え方」参照 

暫定ケアプラン作成時から、

サービス内容変更があるか。 

はい 
いいえ 

 

はい いいえ 

 

改めての一連の業務は

不要である。ただし、

「暫定ケアプランの取

扱いについて」3-(1)-ｱ

の取扱いを行うこと。 

改めての一連の業務は不要である。ただ

し、「暫定ケアプランの取扱いについ

て」3-(2)-例 1-ｱの取扱いを行うこと。 

「暫定ケアプランの取

扱いについて」3-(1)-ｲ

内、軽微な変更の取扱

いを行うこと。 

はい 

はい 

はい 

速やかに一連の業務

を行うこと。 

いいえ 

 

はい 

いいえ 

 

暫定ケアプラン作成時から、

サービス内容変更があるか。 

いいえ 

 

いいえ 

 

はい 

「暫定ケアプラ

ンの取扱いにつ

いて」3-(2)-例 2-

ｱの取扱いを行う

こと。 

いいえ 

 
速やかに一連の業務

を行うこと。 

「暫定ケアプランの取

扱いについて」3-(2)-例

2-ｲ内、軽微な変更の取

扱いを行うこと。 

速やかに一連の業務

を行うこと。 

はい いいえ 

 

暫定プラン「要介護（要支援）」→

認定結果「要支援（要介護）」 

変更内容は軽微か。 

※「軽微な変更の考え方」参照 

変更内容は軽微か。 

※「軽微な変更の考え方」参照 


